
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（２月定例会） 
          

日時：令和７年２月 18日（火）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について       （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について        （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について          （神奈川消防署） 

 

 

４ 議題 

（１） 令和７年度からの神奈川区庁舎駐車場の指定管理者変更に伴う利用料

金改定等について        【情報提供】（市民局地域施設課） 

 

（２） プラスチックごみの分別拡大に向けたチラシについて 

【掲出依頼】（資源循環局神奈川事務所） 

 

（３） 令和７年国勢調査 調査員の推薦について 

【推薦依頼】（総務課） 

 

（４） 広報紙の配布について         【協力依頼】（区政推進課） 

 

（５） GREEN×EXPO 2027開催２年前シンポジウムの実施について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（６） 民生委員・児童委員の負担軽減・活動支援策の取組状況について 

【情報提供】（福祉保健課） 



 

（７） 民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦及び増員・減員について 

【推薦依頼】（福祉保健課） 

 

（８） 自治会町内会向けデジタルツール紹介冊子の配付について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（９） 令和７年度市民局予算案における自治会町内会向け主な補助金につい

て                  【情報提供】（地域振興課） 

 

（10）地域活動推進費補助金等説明会の開催について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（11）特殊詐欺防犯啓発イベント「だまされないプロになろう！横浜市 18 区  

ツアー」について           【情報提供】（地域振興課） 

       

（12）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（13）自治会町内会加入促進グッズの提供について 

【物品提供】（区連会事務局） 

 

 

※（３）・（４）・（５）・（６）・（７）・（８）・（９）は市連会からの議題です。 

 

  



５ その他 

 

（１） 令和７年度 区連定例会・総会、配送便（白袋）の日程について 

【日程連絡】（区連会事務局） 

 

 

 
 
 

≪３月定例スケジュール≫ 
 
・３月区連定例会の開催について            （地域振興課） 

◇日 時：令和７年３月 18日（火）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

  
・３月の配送便について               （地域振興課） 

   ３月の配送便は 25日（火）までに送付予定です。 
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議  題 

 

１ 令和７年度からの神奈川区庁舎駐車場の指定管理者変更に  

伴う利用料金改定等について         
 

 令和７年度から、庁舎駐車場の指定管理者が、日本パーキング株式会社からタイムズ  

２４株式会社連合体へ変更となることに伴い、駐車場利用料金等が変更となることについ

てお知らせします。 
 

※資料提供は連長までです。 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域施設課 担当：細谷・相澤  電話：671-2086 FAX：664-5295 

 

 

２ プラスチックごみの分別拡大に向けたチラシについて         
 

 神奈川区で令和７年４月から始まるプラスチックごみの分別ルールの変

更にあたり、チラシを作成いたしました。２月の配送便にてチラシをお送りいたしますの

で、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 
また、各集積場所においても、プラスチックごみの分別拡大に向けたチラシを令和７年

２月下旬から掲出する予定です。 
 
 

【問合せ先】 

資源循環局 神奈川事務所 担当：菅谷・長野  電話：441-0871 FAX：441-5938 

 

 
  

情報提供 

掲出依頼 
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３ 令和７年国勢調査 調査員の推薦について 

                  
 

本年 10月１日を基準日として国勢調査が実施されます。この調査は、統計法に基づき

実施される我が国の最も基本的かつ重要な調査で、国内の人口実態の把握や、各種行政

施策の基礎資料を得ることを目的に、国内に居住するすべての人を対象に行われるもの

です。 
つきましては、各自治会町内会長様あてに総務課から資料を郵送でお送りしますの

で、本調査における調査員の推薦をお願いいたします。 
 

◇従事期間：令和７年９月上旬～10月下旬（９月上旬に説明会） 

 ◇報  酬：１調査区（約 50 世帯）で 42,000円程度 

(前回実績) ２調査区（約 100世帯）で 78,000円程度 

※調査員報酬は、実際に調査した世帯数により額が増減します。また、

前回に比べ増額見込みです。 

 ◇推薦期限：令和７年４月 21日（月）まで 

 ◇ポスター：今後、調査周知に係るポスター掲示依頼を行う予定です。 

 

【参考】調査書類の配布方法について 

令和２年国勢調査では新型コロナウイルス感染拡大防止として、例外的に非接触型

（ポスティング）の調査方法を採用していましたが、令和７年調査では従来の調査方法

（※）にすることが総務省から示されています。 
対面による調査書類の配布が原則となりますが、世帯に説明することが困難と見込

まれる場合は、外観やマンションの管理員に確認するなどして居住確認を行えた時点

で調査書類を郵便受けなどに入れて配布することができます。 
※平成 27年以前の調査方法：不在世帯があった場合、日・時を変えるなどして少な

くとも３回訪問し、それでも世帯と面接することが困難と見込まれる場合は調査書

類を郵便受けに入れて配布 

 

 

 

【問合せ先】 

総務課 統計選挙係 担当：金川・奥村・杉原  電話：411-7015 FAX：411-7018 

  

推薦依頼 
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情報提供 

４ 広報紙の配布について 

 

「広報よこはま」等は、区民生活に密接した情報を各世帯にお知らせする広報媒体と

して発行しています。 
令和７年度も、各世帯への配布に御協力をよろしくお願いいたします。 
つきましては、配布に御協力いただいている自治会町内会に関しましては、２月の配

送便にて会長様あて依頼文をお送りいたします。 
なお、配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合には、民間事業者

によるポスティングへの切替えについて、区役所区政推進課広報相談係まで御相談くだ

さい。 
 

【問合せ先】 

 区政推進課 広報相談係 担当：高橋・北本・数本・秋保 
電話：411-7021 FAX:314-8890 

 

 

５ GREEN×EXPO 2027 開催２年前シンポジウムの実施について   

 
 

「GREEN×EXPO 2027」の開催２年前（３月 19日）を迎えるにあたり、GREEN×EXPOを

一層ご理解いただくとともに、市民の皆様と共に機運を高めるため、シンポジウムを開

催します。 

本市の電子申請等により３月７日まで申込みを受け付けます。ご応募お待ちしており

ます。 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

【問合せ先】 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 担当：晴山 

電話：671-4627 FAX：212-1223 

 

  

協力依頼 
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６ 民生委員・児童委員の負担軽減・活動支援策の取組状況に 

ついて                  

 
令和７年 12月の一斉改選に向けた民生委員・児童委員の負担軽減・活動支援策につい

て、課題や具体的な取組を一覧にまとめた別紙資料に基づいて、検討や取組を進めてい

ます。現時点の取組状況をご報告します。 
つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 
【問合せ先】 

  福祉保健課 運営企画係 担当：山口・氏家  電話：411-7132 FAX：316-7877 

 

７ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦及び増員・   

減員について                

 
民生委員・児童委員及び主任児童委員について、令和７年は７月に欠員補充を行い、12

月に任期満了に伴う一斉改選を行います。 
今回、７月の欠員補充について、該当する自治会町内会長及び地区連合町内会長宛てに、

別途依頼文及び必要書類を福祉保健課から郵送します。 
なお、12月の一斉改選については、５月に改めて詳細を御説明させていただきます。 
 
◇依頼事項：候補者の選出、推薦準備会の開催、推薦書類の作成 
◇推薦書類の提出期限：４月 14日（月） 

 
※委員数の増員・減員をお考えの場合は、地区民児協とご相談のうえ、３月 17日(月)

までに福祉保健課までご連絡ください。 
※12月の一斉改選での増員・減員については、６月上旬頃までにご連絡ください。 
 
【参考】 

◇ 開催していただく推薦準備会 
民生委員・児童委員：町内会単位の地区推薦準備会 
主任児童委員   ：連合地区の推薦準備会   

◇ 開催時期 
令和７年７月１日付け欠員補充 ：令和７年３月～４月頃 
令和７年 12月１日付け一斉改選：令和７年６月～８月頃 

 

【問合せ先】 

  福祉保健課 運営企画係 担当：山口・氏家  電話：411-7132 FAX：316-7877 

情報提供 

 

推薦依頼 
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情報提供 

 

情報提供 

 

 

８ 自治会町内会向けデジタルツール紹介冊子の配付について 

 

 

市内の自治会町内会が、それぞれの状況に合わせてデジタル化を進め、情報共有や運

営の効率化が図れるよう、市と連携協定を締結した事業者等が提供するデジタルツール

（アプリ、サービスなど）を紹介する冊子を作成しました。自治会町内会での検討にご

活用ください。 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに冊子を１部お送りいたし

ます。 
 
 

【問合せ先】 

  市民局 地域活動推進課 担当：松永・石栗  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 

 

９ 令和７年度市民局予算案における自治会町内会向け 

主な補助金について             

 
令和７年度予算案では、地域コミュニティの要である自治会町内会の皆様の活動をよ

り支援できるよう、自治会町内会向けの補助金の新設や拡充等が盛り込まれています。 
令和７年度予算案に計上している自治会町内会向けの主な補助金を一覧にまとめまし

たので、情報提供させていただきます。 
つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 
 

【問合せ先】 

  市民局 地域活動推進課 担当：川口・笹尾    電話：671-2317 FAX：664-0734 
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10 地域活動推進費補助金等説明会の開催について 

 

 

「地域活動推進費補助金・地域防犯灯維持管理費補助金」及び「町の防災組織活動費

補助金」に関する説明会を下記の日程で行います。 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいた

します。 

 

１ 開催日程・会場 

（1）単会担当者向け説明会（各１時間程度、４回とも同じ内容です） 

第１回：令和７年３月26日（水）午後６時00分～ 本館B1階 機能訓練室 

第２回：令和７年３月29日（土）午前10時00分～ 本館B1階 機能訓練室 

第３回：令和７年４月４日（金）午後３時00分～ 本館B1階 機能訓練室 

第４回：令和７年４月５日（土）午前10時00分～ 本館B1階 機能訓練室 

 

（2）連合担当者向け説明会（一部、単会向けと重複する部分があります） 

    令和７年４月４日（金）午後５時30分～ 本館B1階 機能訓練室 

 

２ 申込方法 

   令和７年３月21日（金）までにFAXまたはEメールでご連絡ください。 

 

３ 内容 

（1）地域活動推進費補助金・地域防犯灯維持管理費補助金の報告・申請方法と注意事項 

（2）町の防災組織活動費補助金の報告・申請方法と注意事項 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 担当：狩野・中村  電話：411-7086 FAX：323-2502 

                    Eメール：kg-chishin@city.yokohama.lg.jp 

 

  

情報提供 
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11 特殊詐欺防犯啓発イベント「だまされないプロになろう！  

横浜市 18 区ツアー」について       

 

 

令和６年、神奈川区内で発生した特殊詐欺の被害額は約４億 7,800万円に上り、市内

18区の中で最も多い金額となっています。増え続ける特殊詐欺被害を１件でも減らすた

め、特殊詐欺被害に遭わないためのポイントを演劇を通じて楽しく学べるイベントを開

催いたします。 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてにチラシを５部お送りいた 

 しますので、関心のある方にご配付くださいますようお願いいたします。 

 

 【概 要】 

◇日時：令和７年３月 14日（金）13時開場、13時 30分開演 

  ◇場所：神奈川公会堂  

  ◇入場：無料 

 

 

【問合せ先】 

市民局 地域防犯支援課 担当：川口・片渕  電話：671-3705 FAX：664-0734  

 

 

 

 

12 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 

 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最近の消費者被害等の事例

をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」３月号を２月の配送便にてお

送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：小山・長岡  電話：671-2584  

Eメール：ke-syohiseikatsu@city.yokohama.lg.jp  

  

掲出依頼 

情報提供 
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13 自治会町内会加入促進グッズの提供について 

          

 

  この度、区連会では自治会町内会が転入者等を訪問して加入の働きかけを行う場合や 

イベントにおいて来場者へ加入啓発を行う場合などにご活用いただくための加入促進グ 

ッズ（メモ帳）を作製しました。 

 つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あてに 30部お送りいたします 

ので、ご活用ください。 

なお、数に限りはありますが追加提供も可能ですので、希望される場合は事前に電話 

でお問合せいただき、取りに来ていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  区連会事務局（地域振興課）担当：狩野・若尾  電話：411-7087 FAX：323-2502 

 

 

 

そ の 他 

 

１ 令和７年度 区連定例会・総会、配送便（白袋）の日程について 

 

物品提供 

 

表 面 

裏 面 

 
中 面 



 

 

プラスチックごみの分別拡大に向けたチラシについて【掲出依頼】 

 

 

１ 事業の趣旨 

神奈川区で令和７年４月から始まるプラスチックごみの分別ルールの変更にあたり、チラシを

作成いたしました。２月の配送便にてチラシをお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への

掲出をお願いいたします。 

また、各集積場所においても、プラスチックごみの分別拡大に向けたチラシを令和７年２月下

旬から掲出する予定です。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】御承知おきください。 

【地区連長】御承知おきください。 

【単位会長】単位会長あてチラシを送付いたします。 

掲示について御協力をお願いいたします。 

 

３ 送付物 

  プラスチックごみ・分別拡大に関するチラシ（Ａ４版） 

  

４ チラシの掲示期間について 

  チラシ到着後、３か月程度（５月末頃まで）を目安に掲示をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

区連会２月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 
資 源 循 環 局 神 奈 川 事 務 所 

資源循環局神奈川事務所 
担当 菅谷（すがや）、長野 
電話 045-441-0871/FAX 045-441-5938 
メール sj-kanagawaj@city.yokohama.lg.jp 



ラップ・ポリ袋・チャック付き保存袋













   
６ 補助対象事業 

自治会町内会・地区連合町内会が地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組 

（例） 

補助対象事業（取組）の例 補助対象事業（取組）の具体例 

①防犯パトロールの実施 

・青色回転灯等装備車（青パト）にかかる費用 

・地域防犯パトロール活動に必要な物品（防犯ベスト、誘導

灯等）の購入 

②防犯啓発グッズの作成・

購入 

・防犯啓発用のぼり旗の購入 

・各戸の玄関や外壁に貼る防犯・見守りステッカーの購入 

・防犯啓発チラシの作成 

③センサーライト等の灯り

の整備 

・地域の暗がりを解消するためのセンサーライト等の灯りの

整備に係る、機器の購入費、設置工事費、附属設備の設置、

同所に整備（交換）する場合の既存設備の処分等に関する

費用などの経費 

（自治会町内会管理である旨明示すること） 

④その他防犯設備機器の整

備 

・防犯カメラ等の防犯設備機器の整備 

・整備に係る、機器の購入費、設置工事費、附属設備の設置、

同所に整備（交換）する場合の既存設備の処分等に関する

費用などの経費 

（自治会町内会管理である旨明示すること） 

➄防犯講座の開催 

・地域住民を対象とする特殊詐欺防止対策や強盗・空き巣対

策等に係る啓発を行う講座、研修会、相談会への講師費用 

・講座用チラシ、講習内容のレジュメ作成・印刷に要する費

用 

・講座当日に配布する冊子やサンプル物品（防犯フィルム、

防犯ブザー等）の購入 

⑥その他、上記に該当しな

い防犯に資する取組 

・迷惑電話防止装置を見守りの必要な方に貸与 

・見通しが悪く防犯上死角になる場所の樹木の剪定 

 

７ 補助対象外事業  
 

（１）地域の防犯力向上に繋がらず、特定の個人のみの防犯対策に留まるもの 

（２） 地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金、地域防犯灯維持管理費補助金、

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金、その他国や自治体等の補助金・交付金・助成

金等を既に受けたもの又は受けようとするもの 

（３）第三者に寄附（ＬＥＤ防犯灯寄附要綱に基づくＬＥＤ防犯灯の寄附を含む。）、譲渡、

売り払い等をすることを目的として実施するもの 

(４) 補助対象経費以外の経費と混同して積算されており、補助対象経費との区別ができな

いもの 



   
８ 補助対象外経費  
  

補助対象の事業であっても、次の経費は対象外とします。 

（１）各種保証・保険料、振込手数料 

（２）既存防犯設備等の撤去のみを実施する経費 

（３）サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 

（４）ポイントサービスを利用することにより値引きされた額及び当該購入により付与され

たポイントサービス相当額 

（５）使用することを想定せず、予備的又は将来に備えるための費用 

(６) 飲食等に要する費用 

（７）政治的活動又は宗教的活動に資する費用 

（８）交際費、慶弔費、祝金、見舞金、裁判費用、金券類、宿泊費 

（９）本補助金の申請手続に必要な費用（切手代、コピー代等） 

 

９ 手続の流れ （下線部：申請団体が実施） 

（１）団体内の意思決定 

（２）事業（取組）の実施、支払い等：令和７年４月１日（火）～10月 31日（金） 

（３）交付申請兼実績報告の提出：令和７年４月１日（火）～10月 31日（金） 

（４）交付決定兼交付額確定の通知 

（５）補助金請求書の提出：令和７年 12月 26日（金）まで 

（６）補助金の振込 

 

10 よくある質問 

 質  問 回  答 

(1) 不明点はどこに問合
せればよいか 

今回お示しした内容より詳しいことは、未定の部分が多くありお応え
できかねますので、しばらくお待ちください。 

３月 12日開催の市連会定例会で詳しくお知らせし、同日ホームページ
にも掲載します。あわせて、４月１日以降のお問合せ・受付窓口（事
務を委託する事業者）についても、電話番号、電子メールアドレスの
ほか、申請書類の郵送先住所（市内郵便局私書箱宛ての予定）をご案
内します。 

(2) 申請の提出方法は ４月１日から受付窓口（委託事業者）にて、郵送又は電子メールでの受
付を開始します。持参による提出を特に希望する場合は、区地域振興課
にお預けください。 



   

 

(3) 領収書の写しの添付
は省略できるのか 

国の交付金を利用し実施することもあり、省略はできません。令和７年
４月１日から 10月 31日までの日付で発行された領収書（団体名、品名
の内訳、金額の内訳が明記されているもの）の写しの添付がなければ補
助金の交付はできませんので、必ず領収書を手配してください。 

(4) 防犯カメラの設置に
使えるのか 

利用できます。『地域防犯カメラ設置補助金』では補助対象外となる、自
治会町内会がマンション敷地内の共用部分を撮影する防犯カメラの整
備などにも利用できます。なお、防犯カメラを設置する際には「横浜市
防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の規定に沿った運用
が必要です。 

(5) 自治会町内会が維持
管理する地域防犯灯
の整備に使えるのか 

利用できます。灯具の購入費、独立柱を建てる等の付帯設備の設置費を
含む工事費だけでなく、同所に整備する場合の既存設備の処分等に関す
る費用も経費も対象となります（撤去のみの実施には使えません）。な
お、街路灯に用いる蛍光灯は、令和９年末までに製造及び輸出入が禁止
されますので、この機会に、所有する地域防犯灯を蛍光灯からＬＥＤに
交換することを御検討ください。 

(6) お金を立替えて取組
を実施した後に申請
するのか 

お見込みのとおりです。地域の皆様にとって必要な防犯対策を速やかに
行っていただけるように、清算払いによる事業実施後に、補助申請と同
時に実績報告をいただく制度としました。 

(7) 実施後に「この取組
は交付対象外」と言
われては困る 

地域の防犯力向上に向け実施する公益的な取組について、広く補助の対
象としています。補助対象の取組の具体例（上記６）を参考としていた
だきながら、地域で必要な防犯対策の検討を進めてください。 

※補助対象外経費（上記７・８）にもご注意ください。 

(8) 予算が不足すること
はないのか 

予算の範囲内での補助にはなりますが、多くの自治会町内会等からのご
申請にお応えできるよう十分な予算案としております。 

是非、自治会町内会内で情報共有いただき、ご検討を始めてください。 

(9) 令和８年度以降も続
く制度か 

いわゆる「闇バイト」による凶悪事件等が広域に発生する中で、市民の
皆様等からの不安の高まりのお声を受け、令和７年度は、国の重点支援
地方交付金を利用して緊急的に実施するものです。 



  

 

  

 

 

 

 

 

■対象製品 

LED 照明器具 エアコン 断熱窓など 

 

 

 

 

  

■対象団体 

会館を所有している※自治会町内会・地区連合町内会 

  ※６年度同様に、会館を自己所有していない場合や、集合住宅等の集会所を活動の拠点

としている町内会等も補助対象とします。 

Q：６年度、この補助金を利用してエアコンを導入したが、７年度、別の場所のエアコン

や断熱窓の補助金利用はできるのか？ 

A：ご利用いただけます。 
 

※本補助金の実施は、令和７年度横浜市予算案が横浜市会において、議決された後に確定します。 

 

 

 

 

 

担  当：市民局地域活動推進課  

連絡先：045-671-2317 

sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

 自治会町内会館 脱炭素化推進事業補助金 

［参考］ ６年度補助制度の内容 

 

令和７年度も、自治会館等への 

省エネ設備の導入補助 実施予定 

横浜市 会館脱炭素 

←市 WEB 

６年度補助制度紹介ページ 

手続きの詳細は、３月の市連会・区連会でお知らせし、３月１２日頃ホームページに掲載予定です 

資料２ 



令和７年２月 18日 

地区連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

 
神奈川区地域振興課長 

 
地域活動推進費補助金等説明会の実施について（案内） 

 
日頃から区政の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、標記説明会を次のとおり実施しますので、参加を希望される場合は、別紙により令和７

年３月 21日（金）までに FAX又は Eメールにてご連絡くださいますようお願いいたします。 

なお、今年度は単会担当者向け、連合担当者向けで日程を分けて説明会を行います。 

 

１ 開催日時・会場 

(1)単会担当者向け説明会（各１時間程度、４回とも同じ内容です） 

 開催日 開催時間 会場（神奈川区役所） 

第１回 令和７年３月 26日（水） 午後６時 00分～ 本館 B1階 機能訓練室 

第２回 令和７年３月 29日（土） 午前 10時 00分～ 本館 B1階 機能訓練室 

第３回 令和７年４月４日（金） 午後３時 00分～ 本館 B1階 機能訓練室 

第４回 令和７年４月５日（土） 午前 10時 00分～ 本館 B1階 機能訓練室 

 

(2)連合担当者向け説明会（一部、単会担当者向けの説明と重複する部分があります） 

開催日 開催時間 会場（神奈川区役所） 

令和７年４月４日（金） 午後５時 30分～ 本館 B1階 機能訓練室 

 

２ 対象 

  自治会町内会・地区連合町内会会長や会計担当の方等 

  （会場の都合上、各自治会町内会で２名までの参加とさせていただきます。） 

 

３ 内容 

 (1) 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金の報告・申請方法と注意事項 

 (2) 町の防災組織活動費補助金の報告・申請方法と注意事項 

  ※町の防災組織活動費補助金については単会担当者向け説明会でのみ説明します。 

 

４ その他 

説明会に参加できない場合、個別でもご説明しますので、ご相談ください。 

 

 

                        【問合せ】 

神奈川区地域振興課 狩野、中村 

電話：411-7086   FAX：323-2502 

Ｅメール：kg-hojyokin@city.yokohama.jp 




